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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

第４章の３ 上場市場の変更等 第４章の３ 上場市場の変更 

  

第１２条の３～第１２条の８ （略） 第１２条の３～第１２条の８ （略） 

  

（市場変更の特例）  

第１２条の９ 市場変更の申請に基づき当該市場

変更の承認を受けた上場会社が、当該市場変更の

申請に係る宣誓書において宣誓した事項につい

て違反を行った場合であって、次の各号のいずれ

かに該当するときは、本所は、当該宣誓書の提出

時点で当該上場会社が上場していた上場市場へ

の変更を行う。 

 （新設） 

（１） 特設注意市場銘柄の指定  

  本所が、当該違反に起因して、当該上場会社が

発行者である上場株券等を、株券上場廃止基準第

３条の５第１項各号の規定により特設注意市場

銘柄に指定する場合 

 

（２） 改善報告書の提出  

本所が、当該違反に起因して、当該上場会社に

対して、上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則第１４条第１項各号の規定

により改善報告書の提出を求める場合。ただし、

本所が適当と認める場合を除く。 

 

２ 前項による上場市場の変更の時期及びその取

扱いは本所が定めるところによる。 

 

  

付  則  

１．この改正規定は、令和２年２月７日から施行す

る。 

２．改正後の第１２条の９の規定は、施行日以後に

本則市場への市場変更に係る承認を受けた者か

ら適用する。 
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株券上場廃止基準の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（株券上場廃止基準） （株券上場廃止基準） 

第２条 上場銘柄（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄を除

く。以下この条において同じ。）が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、その上場を廃止するも

のとする。 

第２条 上場銘柄（Ｑ－Ｂｏａｒｄ上場銘柄を除

く。以下この条において同じ。）が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、その上場を廃止するも

のとする。 

（１）～（９） （略） （１）～（９） （略） 

（１０） 有価証券報告書又は四半期報告書の提出

遅延 

（１０） 有価証券報告書又は四半期報告書の提出

遅延 

   ２人以上の公認会計士又は監査法人による

監査証明府令第３条第１項の監査報告書又は

四半期レビュー報告書（公認会計士又は監査法

人に相当する者による監査証明に相当する証

明に係る監査報告書又は四半期レビュー報告

書を含む。）を添付した有価証券報告書又は四

半期報告書を、法第２４条第１項又は法第２４

条の４の７第１項に定める期間の経過後１か

月以内（取扱いで定める場合にあっては、取扱

いで定める期間内とし、最終日が休業日に当た

る場合にあっては、順次繰り下げる。）に、内

閣総理大臣等に提出しなかった場合 

   ２人以上の公認会計士又は監査法人による

監査証明府令第３条第１項の監査報告書又は

四半期レビュー報告書（公認会計士又は監査法

人に相当する者による監査証明に相当する証

明に係る監査報告書又は四半期レビュー報告

書を含む。）を添付した有価証券報告書又は四

半期報告書を、法第２４条第１項又は法第２４

条の４の７第１項に定める期間の経過後１か

月以内（取扱いで定める場合にあっては、取扱

いで定める期間内）に、内閣総理大臣等に提出

しなかった場合 

（１１）～（１８）の２ （略） （１１）～（１８）の２ （略） 

（１８）の３ 株式併合 （新設） 

   上場会社が特定の者以外の株主の所有する

すべての株式を１株に満たない端数となる割

合で株式併合を行う場合 

 

（１９）・（２０） （略） （１９）・（２０） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和２年２月７日から施行する。 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１１．の４ 第７条の５（コーポレート・ガバナ

ンスに関する報告書）関係 

１１．の４ 第７条の５（コーポレート・ガバナ

ンスに関する報告書）関係 

 第７条の５に規定する「コーポレート・ガバナン

スに関する事項」とは、次の（１）から（７）まで

に掲げる事項をいうものとする。ただし、（２）及び

（６）にあっては、新規上場申請者が、内国株券の

発行者である場合に限る。 

 第７条の５に規定する「コーポレート・ガバナン

スに関する事項」とは、次の（１）から（７）まで

に掲げる事項をいうものとする。ただし、（２）及び

（６）にあっては、新規上場申請者が、内国株券の

発行者である場合に限る。 

（１） コーポレート・ガバナンスに関する基本的

な考え方及び資本構成、企業属性その他の新規上

場申請者に関する基本情報（支配株主を有する場

合は、当該支配株主との取引等を行う際における

少数株主の保護の方策に関する指針を含み、上場

子会社を有する場合は、グループ経営に関する考

え方及び方針を踏まえた上場子会社を有する意

義及び上場子会社のガバナンス体制の実効性確

保に関する方策を含む。） 

（１） コーポレート・ガバナンスに関する基本的

な考え方及び資本構成、企業属性その他の新規上

場申請者に関する基本情報（支配株主を有する場

合は、当該支配株主との取引等を行う際における

少数株主の保護の方策に関する指針を含む。） 

（２）～（７） （略） （２）～（７） （略） 

  

１８．の２ 第１２条の９（市場変更の特例）関係 （新設） 

（１） 第１項第２号に規定する「本所が適当と認

める場合」とは、株券上場審査基準第７条第１項

において準用される同基準第４条第１項（第２号

の２及び第７号の２を除く。）から同条第４項（第

２項第２号ａ及び第４項第３号ａの規定におい

て準用する第４条第１項第２号の２を除く。）ま

での規定に適合していた場合をいう。 

 

（２） 第２項に規定する市場変更の時期は、本所

が上場株券等の市場変更を決定した日の翌日か

ら起算して１か月を経過した日とする。 

 

  

付  則  

この改正規定は、令和２年２月７日から施行する。  
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

７．第７条（上場市場の変更審査）関係 ７．第７条（上場市場の変更審査）関係 

（１） 第１項の規定において準用する第２条第１

項各号に掲げる事項の審査は、１．（１）から１．

（４）までの規定に準じて行うものとする。この

場合において、本所は、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場

時から上場会社の事業内容、コーポレート・ガバ

ナンス及び内部管理体制等に著しい変更のない

ときは、その状況を勘案して、企業の継続性及び

収益性並びに上場後の企業内容等の開示実績を

中心に審査を行うことができるものとし、最近５

年間（「最近」の計算は、上場市場の変更申請日を

起算日としてさかのぼる。）において、株券上場

廃止基準第３条の５第１項の規定に基づく特設

注意市場銘柄の指定を受けた場合又は上場有価

証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する

規則第１４条第１項各号の規定により改善報告

書の提出を求められた場合にあっては、それらに

関連して策定された改善措置が適切に履行され

ているかについて審査を行うものとする。 

（１） 第１項の規定において準用する第２条第１

項各号に掲げる事項の審査は、１．（１）から１．

（４）までの規定に準じて行うものとする。この

場合において、本所は、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場

時から上場会社の事業内容、コーポレート・ガバ

ナンス及び内部管理体制等に著しい変更のない

ときは、その状況を勘案して、企業の継続性及び

収益性並びに上場後の企業内容等の開示実績を

中心に審査を行うことができるものとする。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和２年２月７日から施行する。  
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

４．の３ 第４条の５（コーポレート・ガバナン

スに関する報告書）関係 

４．の３ 第４条の５（コーポレート・ガバナン

スに関する報告書）関係 

（１） 第１項に規定する「本所が定めるコーポレ

ート・ガバナンスに関する事項」とは、次のａか

らｇまでに掲げる事項をいう。ただし、ｂ及びｆ

にあっては、上場会社が内国株券の発行者である

場合に限る。 

（１） 第１項に規定する「本所が定めるコーポレ

ート・ガバナンスに関する事項」とは、次のａか

らｇまでに掲げる事項をいう。ただし、ｂ及びｆ

にあっては、上場会社が内国株券の発行者である

場合に限る。 

 ａ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な

考え方及び資本構成、企業属性その他の上場会

社に関する基本情報（支配株主を有する場合

は、当該支配株主との取引等を行う際における

少数株主の保護の方策に関する指針を含み、上

場子会社を有する場合は、グループ経営に関す

る考え方及び方針を踏まえた上場子会社を有

する意義及び上場子会社のガバナンス体制の

実効性確保に関する方策を含む。） 

 ａ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な

考え方及び資本構成、企業属性その他の上場会

社に関する基本情報（支配株主を有する場合

は、当該支配株主との取引等を行う際における

少数株主の保護の方策に関する指針を含む。） 

 ｂ～ｇ （略）  ｂ～ｇ （略） 

（２） （略） （２） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和２年２月７日から施行する。  
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企業行動規範に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

新 旧 

６．第２２条（公表措置）関係 ６．第２２条（公表措置）関係 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 上場会社が第２章の規定に違反した場合

における第２２条第１項第２号の規定に基づ

く公表の要否の判断は、次のａからｉまでに掲

げる区分に従い、当該ａからｉまでに掲げる事

項のほかに、違反の内容、当該違反が行われた

経緯、原因及びその情状並びに当該違反に対し

て本所が行う処分その他の措置の実施状況そ

の他の事情を総合的に勘案して行う。 

（２） 上場会社が第２章の規定に違反した場合

における第２２条第１項第２号の規定に基づ

く公表の要否の判断は、次のａからｉまでに掲

げる区分に従い、当該ａからｉまでに掲げる事

項のほかに、違反の内容、当該違反が行われた

経緯、原因及びその情状並びに当該違反に対し

て本所が行う処分その他の措置の実施状況そ

の他の事情を総合的に勘案して行う。 

 ａ～ｃ （略）  ａ～ｃ （略） 

 ｄ 第６条の規定  ｄ 第６条の規定 

   ３．の規定に基づき上場会社が独立役員とし

て届け出る者が、次の（ａ）から（ｄ）までの

いずれかに該当している場合におけるその状

況 

   ３．の規定に基づき上場会社が独立役員とし

て届け出る者が、次の（ａ）から（ｄ）までの

いずれかに該当している場合におけるその状

況 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 最近において（ａ）又は（ｂ）に該当し

ていた者 

（ｃ） 最近において次のイからハまでのいずれ

かに該当していた者 

  イ （ａ）又は（ｂ）に掲げる者 

   ロ 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行

者でない取締役を含み、社外監査役を独立役

員として指定する場合にあっては、監査役を

含む。） 

   ハ 当該会社の兄弟会社の業務執行者 

（ｃ）の２ その就任の前１０年以内のいずれか

の時において次のイ又はロに該当していた

者 

（新設） 

  イ 当該会社の親会社の業務執行者（業務執行

者でない取締役を含み、社外監査役を独立役

員として指定する場合にあっては、監査役を

含む。） 

 

  ロ 当該会社の兄弟会社の業務執行者  

 （ｄ） 次のイからヘまでのいずれかに掲げる者 

（重要でない者を除く。）の近親者 

 （ｄ） 次のイからヘまでのいずれかに掲げる者 

（重要でない者を除く。）の近親者 



‐7‐ 

 

  イ （ａ）から前（ｃ）の２に掲げる者   イ （ａ）から前（ｃ）に掲げる者 

  ロ～ヘ （略）   ロ～ヘ （略） 

 ｄの２～ｉ （略）  ｄの２～ｉ （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和２年２月７日から施行し、

同年３月３１日以後に終了する事業年度に係る定

時株主総会の日の翌日から適用する。 
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株券上場廃止基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１．第２条（上場廃止基準）第１項関係 １．第２条（上場廃止基準）第１項関係 

（１）～（１７） （略） （１）～（１７） （略） 

（１８） 第１８号の３に該当する日は、上場会

社から、株式併合に関する株主総会決議につい

ての書面による報告を受けた日とする。 

（新設） 

（１９） （略） （１８） （略） 

  

４．第４条（上場廃止日）関係 ４．第４条（上場廃止日）関係 

第４条に規定する上場廃止日は、原則として、次

の（１）から（９）までに掲げる区分に従い、当該

（１）から（９）までに定めるところによる。 

第４条に規定する上場廃止日は、原則として、次

の（１）から（９）までに掲げる区分に従い、当該

（１）から（９）までに定めるところによる。 

（１）～（６）の２ （略） （１）～（６）の２ （略） 

（６）の３ 第２条第１項第１８号の３（同条第３

項若しくは第４項又は第２条の２第１項第４号、

第３項若しくは第４項の規定による場合を含

む。）に該当する上場株券 

  株式併合がその効力を生ずる日の２日前（休業

日を除外する。）の日 

（新設） 

（７）～（９） （略） （７）～（９） （略） 

  

  

  

付  則  

この改正規定は、令和２年２月７日から施行する。  
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監理銘柄及び整理銘柄に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（監理銘柄、整理銘柄への指定） （監理銘柄、整理銘柄への指定） 

第３条 監理銘柄又は整理銘柄への指定は、次の各

号に定めるところによる。 

第３条 監理銘柄又は整理銘柄への指定は、次の各

号に定めるところによる。 

（１） 株券（優先株、投資信託受益証券及び投資

証券を除き、上場優先出資証券及び上場外国株

預託証券等を含む。以下同じ。）については、次

のとおりとする。 

（１） 株券（優先株、投資信託受益証券及び投資

証券を除き、上場優先出資証券及び上場外国株

預託証券等を含む。以下同じ。）については、次

のとおりとする。 

 ａ 監理銘柄への指定  ａ 監理銘柄への指定 

   上場株券が次のいずれかに該当する場合に

は、当該株券を監理銘柄に指定することができ

る。この場合において、（ｈ）の２、（ｈ）の３、

（ｊ） 、（ｊ）の３、（ｋ）、（ｍ）の７又は（ｎ）

に該当する場合は監理銘柄（審査中）に指定し、

それ以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定す

る。 

   上場株券が次のいずれかに該当する場合に

は、当該株券を監理銘柄に指定することができ

る。この場合において、（ｈ）の２、（ｈ）の３、

（ｊ） 、（ｊ）の３、（ｋ）、（ｍ）の６又は（ｎ）

に該当する場合は監理銘柄（審査中）に指定し、

それ以外の場合は監理銘柄（確認中）に指定す

る。 

 （ａ）～（ｍ）の５ （略）  （ａ）～（ｍ）の５ （略） 

 （ｍ）の６ 株券上場廃止基準第２条第１項第１

８号の３に規定する株式併合に関する取締役

会の決議（監査等委員会設置会社であっては、

取締役の決定を含み、指名委員会等設置会社に

あっては、執行役の決定を含む。）を行った場合 

 （新設） 

 （ｍ）の７ （略）  （ｍ）の６ （略） 

 （ｎ） （略）  （ｎ） （略） 

 ｂ （略）  ｂ （略） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

  

  

  

付  則  

この改正規定は、令和２年２月７日から施行する。 
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